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事業再構築補助金の概要（従来制度）

従業員数 補助金額 補助率

20人以下 100万円～4,000万円

2/3

21人～50人 100万円～6,000万円

51人以上 100万円～8,000万円
2/3

(6,000万円超は
1/2)

2

補助金額・補助率 ※通常枠

① 事 業 再 構 築 要 件
★事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

② 売 上 高 減 少 要 件
★2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、
コロナ以前（2019年又は2020年1月～3月）の同３か月の合計売上高と
比較して10％以上減少していること

※2020年9月以前を対象月とした場合2020年10月以降売上高が5％以上
減少していることを条件とする

※付加価値額で代用可能に
⇒売上高10%減少もしくは付加価値額15%減少

③ 認 定 支 援 機 関 要 件
★事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること

④ 付 加 価 値 額 要 件
★補助事業終了後 3～5 年で付加価値額の年率平均 3.0％以上増加、
又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％以上増加する見込みの
事業計画を策定すること

※中堅企業等 1/2 (4,000 万円超は 1/3)

※付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの

出展：経営革新等支援機関推進協議会より資料作成
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事業再構築補助金の変更点(第６回公募より）
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①売上高10%減少要件の緩和

出展：経営革新等支援機関推進協議会より資料作成

要件期間に変更あり、複数要件から
10%以上減少していることの1つの要件へ

②回復・再生応援枠の新設

緊急事態宣言特別枠の廃止に伴い
業績が厳しい事業者向けの
新しい申請枠が開始

④通常枠の補助上限額の見直し

現在の従業員規模に応じた補助上限額が
変更され2,000万円の枠が開始

③グリーン成長枠の新設

グリーン分野での事業再構築を通じて
高い成長を目指す事業者を対象に

新しい申請枠が開始
＊14分野で掲げた課題の解決

＊売上10%要件なし
＊付加価値年率は3%⇒5%へ
＊1度採択でも2回目OK！

⑤補助対象経費の見直し

・「建物費」が原則、改修の場合に制限される
新築の場合は、一定の制限が設けられる

・「研修費」が補助対象経費総額の１/3に
制限される
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事業再構築補助金の変更点(第６回公募より）
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売上高10%減少要件の緩和

出展：経済産業省「事業再構築補助金令和3年度補正予算の概要」より資料作成

2020年4月

2020年4月

2020年4月
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事業再構築補助金の変更点(第６回公募より）
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成長枠成長が期待される14分野

出展：経済産業省グリーン成長戦略(概要)より


